
 

令和６年度 請願第１号について 

 

１ 請願要旨について 

（１）中学校歴史・公民教科書の採択にあたっては、教育基本法改正の趣旨及び学習指導要領の目標・内容を観点として最もふさわ

しい教科書を採択してください。 

（２）中学校歴史・公民教科書の採択にあたっては、以下の記述内容に留意して採択してください。 

①１９３７年のいわゆる「南京事件」に関する記述について 

②「慰安婦」に関する記述について 

③「ＬＧＢＴ」に関する記述について 

 

２ 本市の考え方 

中学校で使用する教科用図書は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第４９条の規定により準用される第３４条第１項の規定に

おいて、「文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。」とされ

ており、教科用図書の採択については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２１条第６号及び

その他の関係法令に基づき、教育委員会がその責任と権限の下、公正かつ適正に採択を行うものとされています。 

令和７年度に中学校で使用する教科用図書の採択に当たっては、本市学校教育の充実に最も適した教科用図書を採択するとともに、

その手続の公正かつ適正を期すため、「令和７年度川崎市教科用図書採択方針」（以下「採択方針」という。）（資料２）を定めています。 

採択方針においては、教科用図書の審議を行うため、川崎市附属機関設置条例（平成２７年川崎市条例第１号）（資料３）に基づき、

学識経験者や保護者を含む学校教育の関係者を委員とする川崎市教科用図書選定審議会（以下「選定審議会」という。）に対して教育委

員会から諮問し、全ての教科用図書に関する審議結果を教育委員会へ答申することとしております。 

また、教科書の発行に関する臨時措置法（昭和２３年法律第１３２号）第５条に基づき、令和６年６月７日から令和６年７月３１日

までの期間に、市内８会場で開催した教科用図書展示会においてアンケートを実施しております。 

教科書採択は、選定審議会の答申、教科用図書展示会でのアンケート結果など様々な方の意見を踏まえ、教育委員会が決定するもの

となります。 

この請願もまた一つの意見として参考とさせていただきますが、最終的には教育委員会で決定されるものであると考えております。 
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